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食肉公正取引協議会会員に対しては都道府県食肉公正取引協議会が、会員以外（非
会員）には消費者庁、公正取引委員会、各県行政機関が調査・措置を行います。

【１】消費者庁関係・食肉公正競争規約に基づくもの
規約違反や不当表示の調査・措置

＊適正表示指導員が定期的に表示の調査・指導を行います。

＊調査時や一般消費者の通報、行政機関からの連絡により違反が判明した場合、次
の①〜③のような措置を行います。

都道府県又は全国の食肉公正取引協議会の措置

規定に違反する事実があると思われる場合、関係者を招致し、事情を聴取し必要な事
項の照会を行い、参考人からの意見を求め、その他必要な調査を行うことができます。

調　　査①

・ステッカーの貼付の差し止め　・５万円以下の違約金　・除名処分

上記の調査に協力しない食肉販売業者に対し

ア）調査に協力すべき旨の文書により警告します。
イ）それでも協力してもらえない時は、下記の措置をとることができます。

調査に協力しない者への措置②

全国食肉公正取引協議会

調査・指導・警告等
相互連絡・報告

措置要求

相互連絡

調査・警告
措置命令

措置請求

調査・指
示等

調査

都道府県行政機関

消費者庁
公正取引委員会・地方事務所

・規約の説明
・是正の要請
・入会の勧誘

個体識別番号が
特定できる部分肉

小間切れ・切り落とし

商品にする

種々の部分肉の端材を集めて

商品にする

会　員

個体識別番号が
特定できる部分肉

小間切れ・切り落とし

商品にする

種々の部分肉の端材を集めて

商品にする

非会員

都道府県食肉公正取引協議会

違反違反にに対対するする調査・措置調査・措置
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＊適正表示ステッカーを掲示してる店舗は、正しい表示をしている信頼できる店として消費者に
アピールすることができます。

＊ステッカーの交付を受けた小売販売業者は、その販売する食肉の包装紙やラベルにステッ
カーと同じデザインを使用することができます。

＊有効期間は、毎年１月１日より１２月３１日まで。有効期間を表すラベルを年に１回貼り替えます。

○全国食肉公正取引協議会は、食肉公正競争規約に従
い適正な表示をしている小売販売業者に対して、「適
正表示の店」を表すステッカーを交付しています。

○適正表示ステッカーは、食肉公正取引協議会の任命
する「適正表示指導員」が当該販売店に出向いて所
要の調査をし、適正な表示をしていると認定した店舗
について交付するものです。

適正表示ステッカー

●食肉公正競争規約第13条▶（P110）／同施行規則第23条、第24条▶（P111）、別表2▶（P114）

◆ 警 告 等
調査の結果、違反行為があると認めるとき
は、その者に対して、次のような警告を行う
ことができます。

ア）その違反行為をやめること
イ）同じ又は類似の違反行為を再び行わないこと
ウ）その他これらに関連する事項を実行すること

◆ ステッカーの回収及び再交付拒否
警告に併せ、ステッカーを回収し、６ヵ月を
超えない範囲で、ステッカーを再交付しない
ことができます。

違反行為を認める者への措置③

ア）違反行為をやめさせること
イ）将来、違反行為を繰り返さないこと
ウ）違反行為を行っていた旨の公告

措置命令では

２年以下の懲役又は
３００万円以下の罰金に処せられます

措置命令に従わない場合

◆ 違 約 金
５０万円以下の違約金を課することができます。

◆ 除名処分
違反行為をした食肉販売業者を除名するこ
とができます。

◆ 消費者庁への措置請求
食肉公正取引協議会の措置に従わない違反
者に対しては、消費者庁に必要な措置を講
ずるよう（措置命令の発動）求めます。

適正表示ステッカー
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